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1．はじめに

1．1研究の目的

　本研究は，震災時における都市の被害軽減性の向上の

ため，住宅市街地に現存する消防活動が困難な区域に着

目し，地区レベルでその解消方策を考える上で必要な住

宅地基盤整備水準の評価指標を構築するための基礎的な

知見を獲得するこ．とを目的としている。

1．2研究の方法

　本研究では，まず，北九州市内にある木造密集の住宅

市街地であり，震災時の消防活動が困難な区域を含むA

地区をケーススタディ地区として選定した（図1－1）。

そして，消防活動が困難な区域の解消を考える上で必要

と考えられるデータを収集し，街区，街路のそれぞれに

ついて基盤整備水準を計る指標を作成した。

　次に，その指標を用いて数量化㎜類分析を行い，消防

活動困難区域解消の観点から住宅市街地の評価を行った。

そして，その結果から消防活動困難区域解消面からみた

住宅地基盤整備水準の評価指標について考察を行った。

1生キ各カざ強い。

　本研究は，これらの既往の研究成果を踏まえ，ミクロ

な地区レベルでの計画を検討する際に有効な評価指標を

構築するに当たっての基礎的な研究と位置付ける。

1．4本論の構成

　まず，第2章では，研究の前提としてケーススタディ

地区の市街地形成の過程を整理し，震災時消防活動困難

区域発生の要因を考察した結果を示す。第3章では，指
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1．3既往の研究

　消防活動困難区域の解消方策について論じた既往の研

究としては，道路面からの問題解決を論じたもの丈’〕吏2』，

消防水利計画からの問題解決を論じたもの文3〕丈4〕がある。

関連する既往の研究としては，住民意識の視点から街路

の防災上の評価を論じたもの畑，阪神・淡路大震災の被

災事例における消防活動の阻害要因や困難性について論

じたもの丈6け7〕がある。

　消防活動困難区域の定義史呂〕文9〕注1〕については，東京消

防庁，建設省，三船氏のものがあるが，消防活動困難区

域という全国統一の基準はない。また，これらはマクロ

レベルでの基盤整備状況を把握するための指標としての
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標作成のためのデータの分析と，それらに基づいた評価

指標の作成について示す。第4章では，　第3章で作成

した指標と数量化皿類分析を用いて，消防活動困難区域

解消の観点からケーススタディ地区の分析結果を示す。

第5章では，第4章で得られた結果を基に，消防活動困

難区域の解消方策を考察し，評価指標と解消方策の関係

を整理した結果を示す。第6章は，以上の分析，考察の

総括である。

2．　市街地形成過程の整理文10)

　当該地区は，江戸時代においては城下町に堀を境に接

する水田地帯であり，北側半分は堀であった。明治後半

には堀や水田は埋め立てられ，現在の地形が形成された。

　街路網については，国土地理院の地図を明治から時系

列的に比較すると，大正から昭和初期に現在の骨格が形

成されている。

　土地の所有については，地元古老へのインタビュー調

査によると，当初は官を含む数名の地主による土地所有

であったものの，都市化にともない宅地の細分化がなさ

れている。

　明治以降の災害履歴についてみてみると，戦中に大規

模な空襲を受けていないことなどから，戦後は特に復興

は行われていない。1953（昭和28）年には大規模な洪水が

発生しているが，復興を行うまでの被災はしていない。

　また，当該地区が接する紫川沿岸には，終戦直後から

の不法建造物による不良住宅地区が存在していた。1965

（昭和40）年のはじめには，河口から上流3kmの間に，

約600世帯，約2000人が居住しており，劣悪な住環境地

帯となっていた。当該地区の沿岸もその一部であった。

行政側がそのクリアランスにのりだしたのが1968（昭和

43）年であり，事業完了は最終的には1980（昭和55）年

となっている。

　こういった時代において，戦前から住宅市街地として

の体を成していた当該地区等は，行政上は大きな問題と

して取り扱われていなかったことが推察できる。

　このように，現在の市街地形成は，概ね明治から昭和

初期の都市化の中で終了している。さらに，当該地区は，

戦前，戦後を通じて市街地復興を伴うような大規模な災

害等を受けることもなく，さらに，行政施策上のプライ

オリティから面的整備の機会を得ないまま現在に至って

いる。
　従って，急激な都市化の中，無計画に市街地が形成さ

れた上に，その後，種々の状況から面的整備が行われな

かったことが消防活動困難区域発生の要因としてあげら

れる。

1）地形・地質・地盤の条件11)

　地形の特徴としては，地区内に高低差がないことと地

区西側が二級可川に接していることがある。地質，地盤

の特徴としては，地区全体が地質学的区分でいう沖積層

でおおわれ，最上部層が2．5～5．0m，上部砂層が3．0～5．0

mで軟弱地盤である。また，近接して活断層が存在して

いることなどが特徴としてあげられる。

2）地域・地区指定等

　用途地域は，全域が商業地域で，建蔽率80％，容積率

400％に指定されている。さらに，一部の地域が防火地

域に指定されている。また，地区全域は，市により特定

消防区域注2)文12)に指定されている。

3）土地・建物利用の状況

　土地利用については，街区毎に土地利用用途別面積を

調査した、土地利用の特徴としては，全体的に工業用途

表3－1 土地利用用途別面積・構成比集計結果

用途 土地利用面積 犯成比

住居系 59，153㎡ 32．4％
商業系 62，486㎡ 34．3％
工業系 1．0781㎡ 0，6％
公共公益系 　　　　142，822m23．5％
公共空地系 1．9！01㎡ 1．O％
一般空地系 14．8621㎡ 8．2％

△計 1823111㎡ 100．0％

表3－2 接道不良建物棟数・構成比集計結果

表3－3 木造建築年次別建築面積・構成比集計結果

建築年次
1950隼以前
1951～1970左巨
197ユ～1980壬戸
1981隼以降

△計

建築面積
12，286㎡
10，7別m．
2，485出
！1729m’
272弘㎡

構成比
45．1％
39，5％
9．1％
6．3％

100，0％

区分理由

1950年に建築基準法施行
1970年に聖率の規定
1980角…にε蔓；声カi強イヒ

　表3－4

　建築年次
1981隼以前
1982隼以降
　　△計

表3－5

S造建築年次別建築面積・構成比集計結果

　建築面積　　梢成比　　　　　　　　区分理由
　5，907！r－　　　52．0％
　5．4511㎡　　48，O％　1981隼に新耐£基串施行
　113591］｛　　　100．0％

R　C造建築年次別建築面積・構成比集計結果

延築隼次
1971牢以前
1972～198】．隼
1982牢以降

合計

延纂面積
6，61h㎡
5．！971㎡
5，772m1
17580m．

杣成比
37．6％
29．6％
32．8％
100．0％

区分理由

邊築碁串法の改正（鉄筋の数の幻加）
1981牢に新耐8基串施行

3．消防活動困難区域解消の観点からの評価指標の作成

3．1データの収集と分析（表3－1～表3－6参照）

表3－6 幅員ランク別街路延長・構成比集計結果

幅員ランク 街路延長 仙成比

4m未満 ！，974m 28．8％
4m以上6m未満 ！，325m 19，3％
6m以上8m未満 1，125m 16．4％
8m以上12m未満 ！，331m 19．4％
12m以上20m未満 503m 7．3％
20m以上 603m 8．8％

△計 6860m 100．0％
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 がほとんどなく，住商混在型の土地利用がなされている。

 　建物については，街区毎に構造別建物棟数，建築面積，

 延床面積，接道不良建物棟数を調査した。さらに，建物

 毎の建築年次についても構造別に調査した。構造別の建

 築面積の構成でみると，木造の割合が46．2％，S造が

 19．2％，RC造が29．8％と，木造の占める割合が高い。

 　構造別に，その建築年次をみてみると，木造では，建

 築基準法施行前に建築されたものが45．1％を占める。S

 造，RC造については，半数以上が新耐震基準施行前の建

 築となっている、、

 　建物の接道状況をみてみると，接道不良建物が棟数べ

 ースで33．O％を占めている。

 4）街路の状況

 　街路網については，交差点と屈曲部をノードとし，グ

 ラフ化した上で，リンク毎の延長と平均幅員を調査した。

 街路の全長は6，860mで，そのうち幅員4m未満の街路が

 延長べ一スで28．8％，4m以上6m未満が19．3％となっ

 ている。また，電線の敷設状況と路上駐車の状況をリン

 ク毎に調査した（後述）。

 5）消防水利の状況

 　消防水利については，平常時に使用可能な水利注3)は

 48箇所，震災時に使用可能な水利注4)は6箇所が整備さ

 れている。

 3．2　評価指標の作成

 1）指標作成の考え方

 　地区環境整備のために地区レベルでの対策を検討する

 には，いくつかの狭域の空間に分割して捉える文13)こと

 が必要である。空間は様々な観点から捉えることが可能

 であるが，ここではその空間単位を街区とし，その街区

 を構成しているものの1つを街路と考え，住宅地基盤整

 備水準を計る指標を街区単位，街路単位で集計した。

 　ここで地区をいくつかの狭域の空間に分割して捉える

 ため，地区内全域が同様の状況にあるデータについては

 指標化を行わない。具体的には地形・地質・地盤の状況，

 特定消防区域の指定状況である。

 2）街区に関する評価指標の作成

 　街区については，基盤整備水準を計る評価指標として，

 街区内の建築状態を表す「建蔽率」，「容積率」，街区内

 の土地利用用途の混合状態を表す「住工混入率」，また，

 阪神・淡路大震災では木造住宅，特に建築基準法施行以

 前に建築された老朽木造住宅の倒壊等が要因となって大

 規模火災が発生したことから，「木造建蔽率」，「老朽木

 造棟数率」を作成した。また，接道不良建物は，消火活

 動が十分に行えないことから，「接道不良棟数率」も作

 成した。

 　以上の指標を街区単位で集計したものを表3－7に示す。

 3）街路に関する評価指標の作成

 　街路については，基盤整備水準を計る評価指標として，

 街路の性能を表す「幅員」，消防活動を行う際に消防車

 の通行上障害となる「単位長さ当たりの路上駐車台数」，

 また，震災時には街路閉塞が消防活動等に与える影響が

 大きい文7)ことから，「単位長さ当たりの沿道木造棟数一，

 「単位長さ当たりの沿道老朽木造棟数」，「架空電線敷設

 状況」，「沿道の防火地域指定状況」を作成した。また，

 消防ホースを使った消火活動をミクロにみるために，平

 常時使用可能水利，または，震災時使用可能水利から，

 消防ホースを街路沿いに，ホースの最大延長である200

 m文14)引延ばした場合，任意の街路における街路延長に対

 するその街路に到達しうる消防ホースの延長合計の比

 率注5)を求めた「延長に対する平常時消防ホース到達延

 長比率」，「延長に対する震災時消防ホース到達延長比

 率」を作成した。

 　以上の指標を街路単位で集計したものを表3－8に示す。

 　　　　　　　表3－7街区単純集計結果

 項目  番号  カテゴリー  街区数 む成比
 建蔽率  11 O％以上30％以下  6街区 14．3％

 12 30％超60％以下  21街区 50．O％
 13 60％超100％以下  15街区 35．7％

 容積率  21 O％以上200％以下  9街区 73．8％ 22 200％超400％以下  25街区 23．8％
 23 400％超  8街区 2．4％

 住工混入率  31 O％  5街区 1L9％
 32 0％超50％以下  17街区 40．5％
 33 50％超100％未満  15街区 35．7％
 34 100％  5街区 1L9％

 木造建蔽率  41 O％以上20％以下  16街区 38．1％ 42 20％超40％以下  12街区 28．6％
 43 40％超100％以下  14街区 33．3％

 老朽木造棟籔率 51 O％  12街区 35．7％ 52 O％超30％以下  15街区 28．6％
 53 30％超100％以下  15街区 35．7％

 接道不良棟数率 61 O％  19街区 47．6％ 62 0％超50％以下  13街区 28．6％
 63 50％超100％以下  10街区 23．8％

 表3－8衛路単純集計結果

 項目  番号  カテゴリー  街路籔 わ成比
 帽貝  11 4m未満  44街路 36．1％

 12 4m以上6m未洞  24街路 19．7％
 13 6m以上8m未満  19街路 15．6％
 14 8m以上12m未満  22街路 18．0％
 15 12m以上20m未満  7街路 5．7％
 16 20m以上  6街路 4．9％

 延長に対する  21 O％以上600％以下  39街路 32．0％
 平常時消防ホース 22 600％超1000％以下  46街路 37．7％
 到違延長比率  23 1OOO％超  37街路 30，3％
 延長に対する  31 O％  69街路 56．6％
 艘災時消防ホース 32 0％超300％以下  24街路 19．7％
 到違延長比率  33 300％超  29街路 23，8％
 単位長さ当たりの 41 ○槙／m  61街路 50．0％
 沿道木造椋籔  42 0椋ノm超O．1棟／m以下 37街路 30．3％

 43 0．1棟／m超  24街路 19．7％
 単位長さ当たりの 51 ○槙ノm  81街路 66．4％
 沿道老朽木造槙欽 52 ○椋ノm超0．05槙ノm以下 20街路 16，4％

 53 0．05椋ノm超  21街路 17．2％
 単位長さ当たりの 61 ○台／m  58街路 47．5％
 路上腔車台数  62 0台／m超O．02台／m以下 44街路 36．1％

 63 0．02台／m超  20街路 16．4％
 架空o擾以設状況 71 ユ設されていない  23街路 18．9％

 72 敦設されている  99街路 81．1％
 沿道の  81 指定されていない  113街路 92．6％
 防火地域指定状況 82 指定されている  9街路 7．4％
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4．消防活動困難区域解消の観点からの住宅市街地評価

　のケーススタディ

4．1住宅市街地評価の考え方

　地区環境整備を行うための地区対策には，まず，都市

計画上の問題の同質性によって地域を区分する（地区区

分）ことが重要である文13j。

　複数の指標を重ね合わせて問題地区を抽出するには，

多数のデータの中に含まれている潜在的な共通因子（特

性）を抽出し，これらの共通因子を解釈することにより，

データのもつ構造を明らかにしようとする因子分析法を

用いるのが有効である。

　本研究では，定性的データを数量化レ削，いく（）かの

カテゴリー（特性項目）に対して，サンプルがどのカテ

ゴリーに反応したかにより，類似した反応パター一ンを集

め，分類しようとする数量化（理論）1皿類を使用して吏15㌧

住宅市街地の評価を行う。

4．2街区指標を用いた分析

1）街区の基本特性

　街区は，第3章で選定した6指標の19変量（表3－7参

照）について数量化m類分析を適用した。第1因子と第

2因子のカテゴリースコアをプロットしたものが図4－1

である。

　カテゴリースコアをみると，第1因子の正の方向で「住

工混入率100％」，「木造建蔽率40％超100％以下」，「老朽

木造棟数率30％超100％以下」，「接遺不良棟数率O％超

50％以下」，「容積率0％以上200％以下」が大きな値を

示している。

　これらのことより，第1因子は，負の方向から正の方

向に向かって，震災時の建築物の倒壊や延焼火災の発生

可能性が高い基盤未整備の木造が密集した街区であるこ

とを示し，第1因子は，負の方向から正の方向に向かっ

て震災時における『建築特性による危険性』が増す因子

と解釈できる。

　第2因子では．正の方向で「住工混入率O％超50％以

下」が大きな値を示し，負の方向では「住工混入率50％

超100％未満」が大きな値を示している。つまり，第2

因子は，正の方向で「商業系土地利用の割合の高い土地

利用混合」を，負の方向で「住居系土地利用の割合の高

い土地利用混合」をホし，土地利用用途の混在している

地域からは大規模火災が発生しやすい丈16「とされること

から，潜在的な『土地利用による危険性』を表している

と解釈できる。

　以1二のことより，街区の基本特性は，『建築特性によ

る危険性』，『土地利用による危険性』の2つの因子によ

り評価が可能である、

2）街区の分類評価

　街区の解釈可能であった第1因子と第2因子からサン

プルスコアを算定し，クラスター分析（単純ユークリッ

ド距離とクラスター間は重心問距離）を行い，さらに，

調整を加えて分類評価した（図4－2参照）。

臼2因子
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■61 52
53■
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41 43■

一1．5 ・1 ‘O．5 呈α㍉。 1　　■ 1

63

■62
一〇．5

■51 ■13
‘1

23

33

（図4－1中の番号は豪3－7のカテゴリー毎の番号に対応している〕

　　図4－1衛区カテゴリースコアプロット図
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図4－2街区分類結果
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　街区タイプ1は，『建築特性による危険性が低い』街区

（10街区），街区タイプ2は，『土地利用と建築特性によ

る危険性が高い』街区（14街区），街区タイプ3は，『建

築特性による危険性が高い』街区（18街区）である。

　分類された街区タイプ別に指標を集計したものを表4

－1に示す。以下，街区タイプ別にそれぞれの特徴を示

す。

（1）街区タイプ1

　街区タイプ1（10街区）については，「木造建蔽率0％以

上20％未満」が10街区（100．0％），「老朽木造棟数率O％」

が8街区（80．0％），「接道不良棟数率0％」が10街区

（100．0％）であり，建築物の耐震化，防火化の水準は

高い。よって，街区タイプ1は，震災時の建築被害の発

生可能性が低く，建物倒壊による火災の発生も低いこと

が特徴としてあげられる。

表4－1街区タイプ別街区指榎の単純集計結呆

建蔽率 O％以上30％以下

30％超60％以下

60％旭100％以下

街区タイプ 街区タイプ 街区タイプ3

上30％以下 3街区　　　3街区　　　O街区

300％　　　214％ O．0％

畳60％以下 5街区　　　8街区 8街区
500％　　　571％ 44．4％

畳100％以下 2街区　　　3街区 10街区

200％　　　214％ 55．6％

合計 10街区　　　14街区 18街区

ユ000％　　ユ000％ ユ00．0％

上200％以下 ○街区　　　4街区 5街区
00％　　　286％ 27．8％

超4nO％以下 3街区　　　9街区 13街区

300％ 64．3％ 72．2％

超 7街区　　　1街区 ○街区

700％ 7．1％ 0．O％

合計 10街区 14街区 18街区
100．O％ ユ00．0％ 100．0％

3街区 2街区 ○街区

30．0％ 14．3％ 0．0％

50％以下 6街区 10街区 1街区
60．0％ 71．4％ 5．6％

一1100％未満 1街区 1街区 13街区
10．0％ 7．1％ 72．2％

○街区 1街区 4街区
0．0％ 7．1％ 22．2％

合計 10街区 14衙区 18街区
ユ00．0％ ユ00．0％ ユ00．0％

ヒ20％以下 10街区 6街区 0街区
100．0％ 42．9％ O．0％

40％以下 ○街区 4街区 8街区
0．O％ 28．6％ 44．4％

100％以下 0街区 4街区 10街区
0．O％ 28，6％ 55．6％

合計 10街区 14街区 18街区
100．O％ 100．O％ 100．O％

8衝区 2筒区 2街区
80．0％ 14．3％ 11．1％

l10％以下 2街区 7筒区 6衛区
20．O％ 50．0％ 33．3％

100％以下 ○街区 5街区 10衙区
0．0％ 35．7％ 55．6％

合計 10衛区 14街区 18街区
100．O％ ユ00．O％ 100．0％

10街区 8街区 1街区
100．0％ 57．1％ 5．6％

O％以下 0街区 4街区 9衝区
0．0％ 28．6％ 50．0％

．100％以下 0街区 2筍区 8街区
0．0％ 工4．3％ 坐．4％

合計 10街区 14街区 18街区
ユ00．0％ 100．O％ 100．0％

（2）街区タイプ2

　街区タイプ2（14街区）については，「住工混入率O％

超50％以下」が10街区（71．4％）と多く，商業系土地利

用の中に住宅が立地している状況になる。また，「木造

建蔽率40％超100％以下」が4街区（28．6％），「老朽木

造棟数率30％超100％以下」が5街区（35．7％）で，木

造，及び，老朽木造も比較的立地している。よって，街

区タイプ2は，震災時の住商の混在による出火危険性と，

建物被害の危険性，及び，倒壊による出火危険性の両面

の危険性が高いことが特徴としてあげられる。

（3）街区タイプ3

　街区タイプ3（18街区）については，「木造建蔽率40％

超100％以下」が10街区（55．6％），「老朽木造棟数率30％

超！00％以下」が10街区（55．6％）である。よって，震

災時における建築被害の発生可能性が高く，建物倒壊に

よる出火危険性が高いことが特徴としてあげられる。

容和率

住工混入率

木遣建籔率

老朽木追柳籔率

接道不良槙数率

0％以上200％以下

20n％超4nO％以下

4ΩO％超

0％

O％超50％以下

50％j豊一100％ラ崖キ笥

100％

4．3街路指標を用いた分析

1）街路の基本特性

　街路は，第3章で選定した8指標の25変量（表3－8参

照）について数量化皿類分析を適用した。第1因子と第

2因子のカテゴリースコアをプロットしたものが図4－3

である。

　これをみると，第1因子の正の方向で「幅員20m以上」，

「幅員12m以上20m未満」，「沿道が防火地域指定されて

いる」が大きな値を示している。また，「単位長さ当た

りの沿道木造棟数」や「単位長さ当たりの老朽木造棟数」

が負の方向から正の方向で少なくなってきている。さら
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■
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第2困子

O％以上20％以下
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40％超100％以下
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30％超100％以下

O％
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50％超100％以下
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（図4－3中の番号は衰3－8のカテゴリー毎の番号に対応している）

　　図4－3街区カテゴリースコアプロット図
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 に，「架空電線が敷設されている」が「架空電線が敷設

 されていない」より負の方向から正の方向に向かって大

 きな値を示している。

 　これらのことより，第1因子は，負の方向から正の方

 向に向かって，街路空間が広く、かつ，沿道の建築物の

 防火性，耐震性が高く，架空電線も敷設されておらず，

 震災時の街路閉塞の可能性も低い文7)ことを示しており，

 『震災時の消防空間確保の信頼性』が増す因子と考えら

 れる。ここでいう「消防空間とは，消火活動を行う空

 間に加え，火災現場までの経路としての街路空間を含め

 たものと考える。

 　第2因子では，「延長に対する平常時消防ホース到達延

 長比率」と「延長に対する震災時消防ホース到達延長比

 率」が負の方向から正の方向で大きくなっている。

 　これより，第2因子は，平常時，震災時を通じた『消

 防水利確保の信頼性』が増す因子と考えられる。

 　以上のことより，街路の基本特性は「震災時の消防空

 間確保の信頼性』と『消防水利確保の信頼性』の2つの

 因子により評価が可能である。

 2）街路の分類評価

 　街路の解釈可能であった第1因二戸と第2困子からサン

 プルスコアを算定し，クラスター分析を行い，さらに，

 調整を加えて分類評価した（図4－4参照）。

 　街路タイプ1は，『震災時の消防空間確保の信頼性が高

 いが，消防水利確保の信頼性が低い』街路（12街路），

 街路タイプ2は『消防水利確保の信頼性が高いが，震災

 時の消防空間確保の信頼性が低い』街路（36街路），街

 路タイプ3は，『消防水利確保の信頼性が低く，震災時

 の消防空間確保の信頼性も低い』街路（74街路）である。

 　分類された街路タイプ別に指標を集計したものを表4

 －2に示す。以下，街路タイプ別にそれぞれの特徴を示

 す。

 （1）街路タイプ1

 　街路タイプ1（12街路）は，「幅員」12m以下が12街路

 （100．0％），「単位長さ当たりの沿道木造棟数」O棟／m

 が11街路（91．7％），「単位長さ当たりの沿道老朽木造棟

 数」0棟／mが11街路（91．7％），「架空電線が施設されて

 いない」が10街路（183．3％），「沿道が防火地域に指定さ

 れている」が9街路（75．O％）となっている。よって，

 震災時において街路閉塞の発生の町能性が低く，震災時

 の消防活動のための空間確保の信頼性が高い。

 　しかしながら，「延長に対する震災1時消防ホース到達

 延長比率」O％が11街路（91．7％）であり，霞災時の消

 防水利確保の可能性は低い。つまり，震災時には消防活

 動のための空間は確保されるが，水利が確保できない街

 路が多く，震災時の水利確保の点で街路としての防災性

 が低いことが特徴としてあげられる。

 （2）街路タイプ2

 　　　　　　　　一　　〃
 　　　　　　　　　　〃
 　　　　　　　一一｛

 　　　　　　　　　　　1！1
 　　　　　　　　　　　へ11グ

 　　　　　　　　　　　〃” L＿！

 E≡榊／一三三ヨ

 図4－4　街路分類結果

 　街路タイプ2（36街路）は，「延長に対する震災時消防

 ホース到達延長比率」300％超が27街路（75．O％）とな

 っていることから，沿道の街区は，震災時に使用可能な

 消防水利を使った消防活動が行える。しかしながら，「幅

 員」8m未満が32街路（88．9％），「単位長さ当たりの沿

 道木造棟数」O棟／m超が24街路（66．7％），「単位長さ

 当たりの沿道老朽木造棟数」O棟／m超が17街路（47．2

 ％），「架空電線が施設されている」が31街路（86．1％），

 「沿道が防火地域に指定されていない」が36街路（100．O

 ％）となっている。よって，街路タイプ2については，

 震災時に使用可能な消防水利から消防ホースは届くが，

 街路閉塞により消防活動の空間が確保できない街路が発

 生する可能性が高いといえる。つまり，震災時において

 消防活動のための空間確保の面で，街路としての防災性

 が低いことが特徴としてあげられる。

 （3)　街路タイプ3

 　街路タイプ3（74街路）は，「幅員」6m未満が49街路

 （66．2％），「延長に対する震災時消防ホース到達延長比

 率」O％が58街路（78．3％），「単位長さ当たりの沿道木

 造棟数」O棟／m超が36街路（73．5％），「単位長さ当た

 りの沿道老朽木造棟数」O棟／m超が23街路（43．2％），

 「単位長さ当たりの路上駐車台数」（）台／m超が42街路

 56．7％），「架空電線が敷設されている」が66街路（89．1
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％），「沿道が防火地域に指定されていない」が74街路

（100．0％）となっている。街路タイプ3については，

震災時に使用可能な消防水利からホースが届く街路が少

ない上に，震災時には街路閉塞により消防活動のための

表4－2街路タイプ別街路指標の単純集計結呆

街路タイプ街路タイプ2街路タイプ3
帽貝 4m未澗 ○街 12街 32街路

00％　　　　333％　　　　432％
4m以上6m未満 ○街 7街 17街路

00％ 194％　　　230％
6m以上8m未洞 0街 13街 6街路

00％ 361％　　　　81％
8m以上12m未満 ○街 3街 19街路

00％ 83％　　　257％
12m以上20m未洞 6街 1街 ○街路

50．0％ 28％ O．0％
20m以上 6街 0街 0街路

50．0％ 00％ 0．0％
合計 12街 36街 74街路

100．0％1000％ 100．0％
延長に対する0％以上600％以下2街 0街 37街路
平常時消防ホース 16．7％ 00％ 50．O％
到違延長比率600％超1000％以下4街 7街 35街路

33．3％ 19．4％ 47．3％
1000％超 6街 29街 2街路

50．0％ 80，6％ 2．7％
合計 12街 36街 74街路

100．0％100．0％100．O％
延長に対する0％ 11街 ○街 58街路
2災時消防ホース 91．7％ 0．O％ 78．4％
到違延長比率O％超300％以下 1街 9街 14街路

8．3％ 25．0％ 18．9％
300％超 0街 27街 2街路

0．O％ 75．0％ 2．7％
合計 12街 36街 74街路

100．0％100．O％100．O％
単位長さ当たりの○槙ノm 11街 12街 38街路
沿道木道柳欲 91．7％ 33．3％ 51．4％

0槙／m超 1街 17街 19衝路
O．1棟ノm以上 8．3％ 47．2％ 25．7％
0．1柳／m超 0街 7街 17衝路

0．0％ 19．4％ 23．O％
合計 12街 36街 74街路

100．O％100．O％100．0％
単位長さ当たりの○柳ノm 11街 19街 51街路
沿道老朽木造棟数 91．7％ 52．8％ 68．9％

0槙ノm超 1街 11街 8街路
9侃概冊易上 8．3％ 30．6％ 10．8％
0．05簑／m超 ○筒 6街 15街路

0．O％ 16．7％ 20．3％
合計 12街 36街 74街路

100．O％100．O％100．0％
単位長さ当たり0台ノm 4街 22街 32街路
の路上畦車台籔 33．3％ 61．1％ 43．2％

○台／m超 3街 10街 31街路
9僻．倉伽以下 25．O％ 27．8％ 41．9％
0，02台ソm超 5衝 4衝 11街路

41．7％ 11．1％ 14．9％
合計 12街 36衝 74街路

100．0％100．0％100．0％
染空o触以設状況以設されていない10街一 5街 8衝路

83，3％ 13．9％ 10．8％
以設されている 2街 31街 66街路

16．7％ 86．1％ 89．2％
合計 12街 36衝 74筍路

100．0％1OO．O％100．O％
泊道の防火地域指定されていない3街 36街 74衝路
指定状況 25．O％100．O％100．O％

指定されている 9街 ○街 ○街路
75．O％ O．0％ 0．O％

合計 12街 36街 74街路
100．O％100．0％100．0％

空間確保の信頼性も低い。つまり，震災時において消防

水利，及び，消防活動のための空間確保の両面において，

街路としての防災性が低いことが特徴としてあげられる。

4．4　街区と街路の関係

　街区と街路の分類結果を基に，街区と街路の組み合わ

せ別に，街区数・構成比を集計した結果を表4－3に，街

区周長合計に占める街路延長，及び，構成比注7)を算出

した結果を表4－4に示す。

表4－3街区・街路組合せ別街区数・構成比簑計結果

衝区タイプ1街区タイプ2街区タイプ3
街路タイプ1のみ 2街区 0街区 0街区

20．0％ 0．0％ O．O％
街路タイプ2のみ ○街区 7街区 0街区

0．O％ 50．0％ 0．0％
街路タイプ3のみ 5街区 0街区 12街区

50．0％ 0．O％ 66．7％
街路タイプ1と街路タイプ20街区 4街区 1街区

0．0％ 28．6％ 5．6％
街路タイプ1と街路タイプ32街区 0街区 1街区

20．O％ O．0％ 5．6％
街路タイプ2と街路タイプ30街区 2街区 3街区

O．0％ 14．3％ 16．7％
街路タイプ1と街路タイプ21街区 1街区 1街区
と街路タイプ3 10．0％ 7．1％ 5．6％

合計 10街区 14街区 18街区
100．0％ 100．0％ 100，0％

表4－4街区周長合計に占める街路延長・構成比集計結果

街区タイプ1街区タイプ2街区タイプ3
街路タイプ1 734m 425m 291m

19．2％ 12．6％ 6．2％
街路タイプ2 105m 2，580m 474m

2．8％ 76．4％ 10．1％
街路タイプ3 2，976m 371m 3，911m

78．0％ 11．0％ 83．6％
合計 3，815m 3，376m 4，676m

100．0％ 100．0％ 100．0％

　集計結果から，街区タイプ1（10街区）は，街路タイ

プ3のみに囲まれているのが5街区（50．0％）と最も多

く，続いて街路タイプ1のみは2街区（20．0％），街路

タイプ1と街路タイプ3に囲まれているのが2街区

（20．0％）となっている。また，街路タイプ3の占める

延長が2976m（78．0％）と最も多く，続いて街路タイプ

1は，734m（19．2％）となっている。これより，街区タ

イブ1は，街路タイプ3との関係が最も強く，街路タイ

プ1との関係も比較的強いが，街路タイプ2との関係は

ほとんどないといえる。

　街区タイプ2（14街区）については，街路タイプ2の

みに囲まれているのが7街区（50．0％）と最も多く，さ

らに，街路タイプ2に接していないケースはなく，街路

タイプ2の占める延長も2580m（76．4％）と最も多くな

っていることから，街路タイプ2との関係が強い。

　街区タイプ3（18街区）については，街路タイプ3の

みに囲まれているのが12街区（66．7％），街路タイプ3

の占める延長も3911m（83．6％）と最も多くなっている
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ことから，街路タイプ3との関係が強い。

　以上のことより，次のようにまとめることができる。

（1）街区タイプ1と街区タイプ3は，『消防水利確保の

　信頼性が低い』街路タイプ3との関係が最も強いこと

　から，震災時には周囲の街路に消防活動のための空間

　が確保されておらず，さらに，消防水利の確保も困難

　であるため，街区内で火災が発生した場合には，隣接

　する街区へ被害が拡大する可能性が高いと考えられる。

（2〕街区タイプ1は，街路タイプ1との関係も強いこと

　から，街路タイプ1の持つ空間的なゆとりにより，沿

　道の土地利用の高度化や建築物の適正誘導が行われ，

　防火性，耐震性が確保しやすいという傾向が読み取れ

　る。これは，街区タイプ！が震災時の建物倒壊等の被

　害，それに起因する出火・延焼火災の可能性が低いこ

　とからもいえる。従って，街区タイプ3よりも防災性

　は高いと推測される。

（3〕街区タイプ2は，『消防水利確保σ）信頼性が高い』

　街路タイプ2との関係が最も強い，街区タイプ2は，

　震災時の建物倒壌等の被害，それに起因する出火・延

　焼火災の可能性が高いが，街路タイプ2に多く接して

　いることにより，消防活動による被害軽減の可能性が

　高い。ただし，街路タイプ2は，街路閉塞が起こる可

　能性があり，街区タイブ2の中にも消防水利の確保が

　困難な区域を生じる可能性がある。

5．消防活動困難区域解消面からみた評価指標に関する

　考察
　4章までに街区の危険性，及び街路の防災性の観点か

ら評価してきた。震災時の消防活動困難区域を解消し，

災害発生後の街区の被害軽減一性を向上させるためには，

街区の危険性を低減し，街路の防災性を向上させる必要

がある。従って，街区，街路における住宅地基盤整備水

準を計る評価指標からみた震災時の消防活動困難区域の

解消方策を検討する。

5．1消防活動困難区域の解消方策

1）街区タイプ1と街区タイプ3

　まず，街区タイプ1と街区タイプ3については，街路

タイプ3の防災性を向上させることで，街区の危険性を

低減させ，被害軽減性を向上させることができる。従っ

て，解消方策としては，「街路閉塞を防ぐために，沿道

の木造・老朽木造家屋の共同化や建て替え等を行い，耐

火・耐震性を備えたものする。また，電柱の地中化を行

う」，「沿道家屋の共同化や建て替え等によって生じた空

地には駐車場や小公園をつくる」，「震災時に使用可能な

耐震水槽等を設置する場合，及び，消防活動空間として

使用する場合には，幅員を8m程度に拡幅する」等が考

えられる。

　さらに，街区タイプ1については，街路タイプ1の防

災性を向上させることで被害軽減性を向上させることが

できる。従って，解消方策としては，「震災時の消防活

動空間は確保されているので，震災時に使用可能な耐震

水槽等を設置する」ことが考えられる。

2）街区タイプ2

　街区タイプ2については，街路タイプ2の防災性を向

上させることで，危険性を低減させ，被害軽減性を向上

させることができる。つまり，解消方策としては，「街

路閉塞を防ぐために，沿道の木造・老朽木造家屋の共同

化や建て替え等を行い，耐火・耐震性を備えたものする」。

また，「幅員を8m程度に拡幅し，電柱の地中化を行う」

等が考えられる。

5．2　まとめ

　街区，街路についての住宅地基盤整備を計る評価指標

の考察から，街区，街路タイプ別の解消方策が導き出さ

れた。これにより，ミクロな地区レベルでの震災時の消

防活動困難区域解消面からみた住宅地基盤整備水準の評

価指標として，街区については，「木造建蔽率」，「老朽

木造棟数率」，「接道不良棟数率」，街路については，「幅

員」，「延長に対する震災時消防ホース到達延長比率」，

「単位長さ当たりの沿道木造棟数」，「単位長さ当たりの

沿道老朽木造棟数」，「単位長さ当たりの路上駐車台数」，

「架空電線敷設状況」，「沿道の防火地域指定状況」が有

効であることが確認できた。

　評価指標と解消方策の関係をまとめたものを表5－1に

示す。

6．総　括

　本研究は，消防活動困難区域解消面からみた住宅地基

盤整備水準評価指標を構築するための基礎的な知見を得

ること目的とし，まず，住宅地基盤整備水準を計る評価

指標を作成し，数量化1皿類分析を適用することによって

住宅市街地の評価を行った。

　その結果，街区の基本特性は，『建築特性による危険性』

と『土地：利用による危険性』の2つが抽出され，街区は

3つのタイプに分類された。また，街路の基本特性は，

『震災時の消防空間確保の信頼性』と『消防水利確保の

信頼性』の2つが抽出され，街路は3つのタイプに分類

された。さらに，分類きれた街区と街路の関係から，街

区の危険性と街路の防災性の関係が見出された。

　そして，街区，街路についての住宅地基盤整備水準を

計る評価指標の考察から，街区，街路タイプ別の解消方

策が導き出され，ミクロな地区レベルでの震災時の消防

活動困難区域解消面からみた住宅地基盤整備水準の評価

指標として，街区については，「木造建蔽率」，「老朽木

造棟数率」，「接道不良棟数率」，街路については，「幅
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 表5－1 評価指榎と解消方策の関係

 指梛  帽＾

 延長に対する平常時
 浪距杢二ろ到違延長比率
 延長に対す臼竈災時
 消耽交二ろ到違延長比率
 単位長さ当たりの
 瀞杢導燃
 単位長さ当たりの
 漕導斧拒杢造椋数
 単位長さ当たり
 僻鼎喜台敗
 架空旬線．籔設状況

 沿道の防火地域
 指定状況

 特徴

 解消方策

 街路タイプ1  街路タイプ2  街路タイプ3
 12m以上の広帽貝街路が多い 8m未洞の街路が多く、その中でも4m未汕 6m未満の街路が多く、その中でも4m未汕

 の狭あいな街路が多い  の狭あいな街路が多い
 る平常時 600％を超える街路が多い  600％を超える街路が多い  600％を超える街路が多い
 到違延長比率
 る竈災時 0％の街路が多い  300％を超える衝路が多い  0％の街路が多い
 到違延長比率
 たりの  0槙ノmの街路が多い  0棟／mを超える街路が多い 0棟／mを超える街路が多い
 数
 たりの  0棟／mの街路が多い  ○椋／mを超える筒路が多い 0棟／mを超える街路が多い
 造椋数
 たり  0－02台ノmを超える街路が多い ○台ノmの街路が多い  0台／mを超える街路が多い
 台敗
 設状況  架空匂線はλ設されていない街路が多い 架空o線は敷設されている街路が多い 架空o線は以設されている街路が多い

 地域  沿道が防火地域に指定されている街路が多い 沿道が防火地域に指定されていない街路が多 沿道が防火地域に指定されていない街路が多
 い  い

 8災時の消防活莇のための空問は循保されて 8災時に便用可能な泊防水利から消防ホース ，災時の消防清助のための空問は砿保されて
 いるが、口災時に便用可能な泊防水利から消 が届くが、街路閉纂等により消防ホースが届 おらず、かつ口災時に便用可能な泊防水利か
 防ホースが届かないことから、沿道の街区は かなくなる可能性が高く、沿道の全ての街区 ら消防ホースが届かないことから、沿道の街
 消防活助が期待できない  が消防活助が期待できるとはいえない 区は消防活助が期待できない
 ①8災時の消防濤動空問はη保されているの ①街路閉竈を防ぐために、沿道の木追・老朽 ①街路閉竈を防ぐために、沿道の木遺・老朽
 で、o災時に便用可能な耐，水杣ζを設竈す 木追家目の共同化や邊て讐えぐを行い、耐火 木追家口の共同化や邊て讐え①を行い、耐火
 る。  ・耐，性を仰えたものにする．また帽＾を8 ・耐■性を仙えたものにする．また○柱の地

 m程劇こ拡帽し、O柱の地中化も行う． 中化も行う．
 ②沿道家臼の共同化や延て讐え讐によって生
 じた空地には畦草むや小公口をつくる．
 ③o災時に便用可能な耐8水杣ζを設■する
 む合、及び消防活鐵空”として使用する幻合
 ’は、帽＾を8m程凄に拡帽する

 員」，「延長に対する震災時消防ホース到達延長比率」，

 「単位長さ当たりの沿道木造棟数」，「単位長さ当たりの

 沿道老朽木造棟数」，「単位長さ当たりの路上駐車台数」，

 「架空電線敷設状況」，「沿道の防火地域指定状況」が有

 効であることが確認できた。

 ＜注＞

 1）消防活動困難区域の定義
 　　東京消防庁は，平常時について，「幅員4m以上の道路沿いに
 　あって消防水利から最大で半径140mの円の外側の区域」を平常
 　時消防活動困難区域としている。また，震災時については，「震
 　災時通行可能道路沿いにあって水利部署可能な自然水利を中心
 　とした半径280mの円の外側の区域」を震災時消防活動困難区域
 　としている。ここで，消防水利とは，消火栓，私設消火栓，防火
 　水槽，プール，河川・溝，濠・池，海，湖，井戸，下水道等のこ
 　とで，自然水利とは消火栓以外の水利で，防火水槽やプール等の
 　ことである。また，震災時通行可能道路とは，地盤軟弱地域では
 　幅員7．5m以上，地盤軟弱地域以外では6．5m以上，空地や耐火造
 　建物に面した道路は5．5m以上のことである。
 　　建設省は，平常時について，「現況幅員6m以上の道路から直
 　線距離140mの範囲に含まれない地域で，消防活動が困難な区域」
 　を消防活動困難区域としている。ただし，建設省では緊急消防対
 　策街路として整備するために消防活動困難区域を指定しており，
 使用水利についての明確な記述はない。

 　　三船康道は，木造・老朽住宅が多く，しかも狭あい道路が多く
 　高密度な密集市街地での平常時について「幅員4m以上の道路沿
 　いにあって消防水利から半径50mの円の外側」を密集市街地の平
 常時消防活動困難区域としている。

 2）市街地及び密集地について，木造建築物の密集度合，地形的条
 件等の都市構造と消防力を総合的に調査検討して，火災危険度の
 高い区域を特定消防区域として選定する。
 同区域においては，火災予防対策の強化推進及び火災時における
 消防力の効果的運用を図るものとする。

 　特定消防区域の種類として，「木造商店街」，「木造住宅密集」，
 　「大型店舗集合」，「傾斜地」，「沿線」，「遠隔地」，「沿岸」があり，
 　ケーススタディ地区であるA地区は，「木造住宅密集」となって
 　いる。
 3）幅員6m以上の街路沿いにある消防水利とした。消防水利とは，
 　消防署により指定された水利全てをいう。また，一般的には幅員
 　3m以上の街路であれば消防ポンプ車の進入は可能とされてい
 　るが，本研究では電信柱や路上駐車等を考慮した建設省基準等を
 　基に幅員6m以上とした。
 4）幅員8m以上の街路沿いにある耐震性の確保された消防水利
 　とした。耐震性の確保された消防水利とは，耐震性防火水槽，河
 川等の自然河川をいう。消火栓は，震災時には断水により使用困
 難な状況が想定されることから除外される。道路幅員については，
 東京消防庁基準等を考慮して8mとし，河川や空地等の大規模不
 燃領域に接した幅員6m以上の街路は幅員8m以上とみなす。

 5）網掛け部分を街路R（延長＝L）の場合に，A水利から200m分
 消防ホースを延ばし，街路Rに到達した部分の延長をLAとし，B
 水利からも同様にLBとする。
 この場合，街路Rの「延長に対する平常時又は震災時消防ホース
 到達延長比率：H」は，下式により算定する。

 　　　　　　　　　　H（LA＋LB）／L

 　　　　l　1　　　　　　　　　　　！■l
 　　　　A水利　　　　　　　　　　　　　　　　　＝B水利 」1・・1総一ス1L

 「鍍鮒・・「

 　　　　　　　　　　　　　L
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 7）（当該タイプの街区に接する街路タイプ別の総延長）を（当該

 　タイプの街区周長合計で除したもの。
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